
一
一
七
四

に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
処
理
す
る
た
め
に
申
請
者
か
ら
追
加
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

(e)
は
、
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
と
さ
れ
る
追
加
の
情
報
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
結
果
を
そ
の
決
定
を
行
っ
た
後
直
ち
に
申
請
者
に
通
知
す
る
。
締
約
国
の
権

(f)
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
滞
在
期
間
そ
の
他
の
関
連
す
る
条
件
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。
締
約

国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
要
請
に
応
じ
、
又
は
自
己
の
発
意
に
よ
り
、
利
用
可
能
な
あ

ら
ゆ
る
審
査
又
は
上
訴
の
手
続
に
関
す
る
情
報
を
申
請
者
が
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
電
子
的
な
手
段
に
よ
り
申
請
を
受
理
し
、
処
理
す
る
よ
う
努
め
る
。

(g)
企
業
内
転
勤
者
及
び
そ
の
家
族
に
適
用
さ
れ
る
手
続
上
の
追
加
的
な
約
束
（
注
）

注

２
、
５
及
び
６
の
規
定
は
、
企
業
内
転
勤
の
枠
組
み
に
お
け
る
第
三
国
の
国
民
の
入
国
及
び
居
住
の
条
件
に
関
す
る
二
千
十
四
年
五
月
十
五
日
の
欧
州

議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
指
令
第
二
〇
一
四
・
六
六
・
Ｅ
Ｕ
号
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
指
令
」
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
な
い
欧
州
連

合
構
成
国
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

欧
州
連
合
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
く
通
知
の
た
め
の
手
続
に
従
い
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く

附
属
書
八

－

Ｃ

自
然
人
の
商
用
目
的
で
の
移
動
に
関
す
る
了
解

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
手
続
上
の
約
束

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
が
行

政
上
の
良
い
慣
行
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
、

両
締
約
国
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
に
つ
い
て
徴
収
す
る
手
数
料

(a)
が
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
物
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
又
は
設
立
若
し
く
は
運
営
を
不
当
に
妨
げ
、
又
は
遅
ら
せ
な

い
こ
と
を
確
保
す
る
。

短
期
の
訪
問
者
の
商
用
目
的
で
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
を
申
請
す
る
た
め
に
申
請
者
に
要
求
さ
れ
る
文
書

(b)
に
つ
い
て
は
、
収
集
さ
れ
る
目
的
に
応
じ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
裁
量
に
従
う
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
の
た
め
の
不
備
の
な
い
申
請
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
処
理
す
る
。

(c)

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
者
か
ら
の
妥
当
な
要
請
に
応
じ
て
、
申
請
の
処
理
状
況
に
関
す
る
情
報
を
不
当

(d)
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一
一
七
五

に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
処
理
す
る
た
め
に
申
請
者
か
ら
追
加
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

(e)
は
、
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
と
さ
れ
る
追
加
の
情
報
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
結
果
を
そ
の
決
定
を
行
っ
た
後
直
ち
に
申
請
者
に
通
知
す
る
。
締
約
国
の
権

(f)
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
滞
在
期
間
そ
の
他
の
関
連
す
る
条
件
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。
締
約

国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
要
請
に
応
じ
、
又
は
自
己
の
発
意
に
よ
り
、
利
用
可
能
な
あ

ら
ゆ
る
審
査
又
は
上
訴
の
手
続
に
関
す
る
情
報
を
申
請
者
が
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
電
子
的
な
手
段
に
よ
り
申
請
を
受
理
し
、
処
理
す
る
よ
う
努
め
る
。

(g)
企
業
内
転
勤
者
及
び
そ
の
家
族
に
適
用
さ
れ
る
手
続
上
の
追
加
的
な
約
束
（
注
）

注

２
、
５
及
び
６
の
規
定
は
、
企
業
内
転
勤
の
枠
組
み
に
お
け
る
第
三
国
の
国
民
の
入
国
及
び
居
住
の
条
件
に
関
す
る
二
千
十
四
年
五
月
十
五
日
の
欧
州

議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
指
令
第
二
〇
一
四
・
六
六
・
Ｅ
Ｕ
号
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
指
令
」
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
な
い
欧
州
連

合
構
成
国
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

欧
州
連
合
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
く
通
知
の
た
め
の
手
続
に
従
い
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く

附
属
書
八

－

Ｃ

自
然
人
の
商
用
目
的
で
の
移
動
に
関
す
る
了
解

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
手
続
上
の
約
束

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
が
行

政
上
の
良
い
慣
行
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
、

両
締
約
国
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
に
つ
い
て
徴
収
す
る
手
数
料

(a)
が
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
物
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
又
は
設
立
若
し
く
は
運
営
を
不
当
に
妨
げ
、
又
は
遅
ら
せ
な

い
こ
と
を
確
保
す
る
。

短
期
の
訪
問
者
の
商
用
目
的
で
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
を
申
請
す
る
た
め
に
申
請
者
に
要
求
さ
れ
る
文
書

(b)
に
つ
い
て
は
、
収
集
さ
れ
る
目
的
に
応
じ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
裁
量
に
従
う
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
の
た
め
の
不
備
の
な
い
申
請
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
処
理
す
る
。

(c)

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
者
か
ら
の
妥
当
な
要
請
に
応
じ
て
、
申
請
の
処
理
状
況
に
関
す
る
情
報
を
不
当

(d)
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一
一
七
六

め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
情
報
を
受
領
す
る
ま
で
停
止
す
る
。

６

欧
州
連
合
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

欧
州
連
合
へ
の
企
業
内
転
勤
者
で
あ
る
日
本
国
の
国
民
の
家
族
に
対
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
指
令
第
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
企

(a)
業
内
転
勤
者
の
家
族
に
与
え
ら
れ
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
。

欧
州
連
合
へ
の
企
業
内
転
勤
者
で
あ
る
日
本
国
の
国
民
に
対
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
指
令
に
従
っ
て
欧
州
連
合
内
で
の
移
動
の
権

(b)
利
を
与
え
る
こ
と
。

送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
協
力

７

両
締
約
国
は
、
１
か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
自
然
人
の
移
動
に
よ
り
、
締
約
国
の
入
国
及
び
一
時
的
な

滞
在
に
関
す
る
規
則
に
違
反
し
て
当
該
締
約
国
に
滞
在
す
る
自
然
人
の
送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
十
分
な
協
力
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

と
も
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
又
は
そ
の
更

新
の
申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

３

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
後
又
は
該
当
す
る
場
合
に

は
４
に
定
義
す
る
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
（
不
備
の
な
い
も
の
に

限
る
。
）
が
提
出
さ
れ
た
後
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
査
証
又
は
滞
在
期
間
の
延
長
許
可
の

申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
決

定
を
九
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
合
理
的
な
期
間
内
に
当
該
決
定
を
行
う
よ
う
努

め
る
。

４

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
」

と
は
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
求
め
る
申
請
を
い
う
。
在
留
資
格
認
定
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
日
か
ら
申
請
者
が
入
国
査

証
を
求
め
る
日
ま
で
の
期
間
は
、
３
に
定
め
る
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
。

５

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
た
め
の
情
報
又
は
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
と
さ
れ
る
追
加
の
情
報
を
合
理

的
な
期
間
内
に
申
請
者
に
通
知
し
、
及
び
当
該
情
報
を
提
供
す
る
合
理
的
な
期
限
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
。
２
及
び
３
に
定
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一
一
七
七

め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
情
報
を
受
領
す
る
ま
で
停
止
す
る
。

６

欧
州
連
合
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

欧
州
連
合
へ
の
企
業
内
転
勤
者
で
あ
る
日
本
国
の
国
民
の
家
族
に
対
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
指
令
第
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
企

(a)
業
内
転
勤
者
の
家
族
に
与
え
ら
れ
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
。

欧
州
連
合
へ
の
企
業
内
転
勤
者
で
あ
る
日
本
国
の
国
民
に
対
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
指
令
に
従
っ
て
欧
州
連
合
内
で
の
移
動
の
権

(b)
利
を
与
え
る
こ
と
。

送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
協
力

７

両
締
約
国
は
、
１
か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
自
然
人
の
移
動
に
よ
り
、
締
約
国
の
入
国
及
び
一
時
的
な

滞
在
に
関
す
る
規
則
に
違
反
し
て
当
該
締
約
国
に
滞
在
す
る
自
然
人
の
送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
十
分
な
協
力
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

と
も
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
又
は
そ
の
更

新
の
申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

３

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
後
又
は
該
当
す
る
場
合
に

は
４
に
定
義
す
る
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
（
不
備
の
な
い
も
の
に

限
る
。
）
が
提
出
さ
れ
た
後
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
査
証
又
は
滞
在
期
間
の
延
長
許
可
の

申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
決

定
を
九
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
合
理
的
な
期
間
内
に
当
該
決
定
を
行
う
よ
う
努

め
る
。

４

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
」

と
は
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
求
め
る
申
請
を
い
う
。
在
留
資
格
認
定
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
日
か
ら
申
請
者
が
入
国
査

証
を
求
め
る
日
ま
で
の
期
間
は
、
３
に
定
め
る
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
。

５

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
た
め
の
情
報
又
は
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
と
さ
れ
る
追
加
の
情
報
を
合
理

的
な
期
間
内
に
申
請
者
に
通
知
し
、
及
び
当
該
情
報
を
提
供
す
る
合
理
的
な
期
限
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
。
２
及
び
３
に
定
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